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Ⅰ 研究主題・副題 

主体性をもち、対話的な学びのできる「たかはるの子」の育成 

～ 視覚化と発問の工夫による全員参加の授業づくり ～ 

Ⅱ 主題設定の理由 

１ 社会の動向と教育現場への要請から 

今日の世の中は、社会構造の複雑化・多様化への対応、グローバル化がもたらす経済への影

響、地球規模での環境問題、国際協調の足並みの変化等、難しい課題が山積する変化の激しい

時代である。学校教育においては、知・徳・体のバランスを保ちながら「生きる力」の育成に

努め、各教科等の目標のもと、日々の教育活動を行ってきた。しかし、これからの社会で求め

られる資質や能力を考えたとき、従来の取組を続けるだけでは不十分であり、学び方そのもの

を見直すことも必要であると中央教育審議会答申（平成 28年 12月）で述べられた。また、次

期学習指導要領においてあげられた資質・能力は、 

○ 生きて働く「知識・技能」 

○ 未知の状況にも対応できる「思考力・表現力・判断力等」 

○ 学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」 

の３つである。主体性・能動性をもって学び、対話的なプロセスを経ることが重要である。 

２ 本研究所のこれまでの取組と児童生徒の実態から 

本町は小学校４校と中学校２校から成り、児童生徒数は約 670名である。平成 23年度から小

中一貫教育の取組を進め、小小、中中、小中連携による「ふるさと学習」、交流活動、授業研究

会等を行っている。その中で、授業改善の視点として「視覚化の工夫」と「発問の工夫」が示

されており、平成 28 年度より本研究所においてもそれぞれの活用の仕方について研究を進め

ているところである。 

本町の児童生徒は素直で明るく、ごく自然に協力したり助け合ったりすることができる。指

示されたことや準備してあるものに対してまじめに取り組むものの、学習への意欲・主体性、

学習内容の定着に個人差があり、全員が学習に積極的に取り組むための工夫が必要である。ま

た、語彙力を高め、話し合う力を育てるとともに、実用的文章を読み取る力、資料を活用する

力などを育てることも町全体としての課題となっている。 

３ 本年度の取組について 

そこで本年度は、町一貫教育との関連を図り、高原町の児童生徒の学力を育てるための研究

を行うこととする。特に、「児童生徒全員が参加する授業」をキーワードとし、言葉による表現・

話合い、思考の深化、学習意欲の高まり等に関する手立てを「視覚化」「発問」の観点から探り、

町の教職員に提案、啓発する。また、検証授業に関することがらなどについて、アンケートや

研究所だよりを使ってその具体例や考え方などを紹介し、各種情報を共有できるようにする。 

４ 主題・副題について 

自ら疑問をもち、困難な状況や目標に向かって自ら取り組む主体性は、学びに向かう原動力

である。その際、児童生徒間、教師や地域の方、先哲の考えなどと対話的に学び、言語による

思考、判断、表現等の力も育っていくと考える。また、指導者の立場からも、視覚化と発問の

工夫という観点から授業づくりを行うことで、小中連携を図った指導方法が確立され、協議も

深められると考える。 

以上の取組をとおして、高原町の学校教育目標である「心身の教育を基盤にした学力の向上

とふるさと教育の充実」を図っていきたい。 
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Ⅲ 研究の目標 

主体性をもって対話的に学ぶ子どもを育てるために、視覚化と発問の在り方を探る。 

Ⅳ 研究の仮説 

視覚化と発問を工夫し、一人一人が積極的に学習に参加できるような授業を行えば、児童生徒

は主体的・対話的に学ぶであろう。 

Ⅴ 研究の全体構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「研究所だより」の発行 

 

Ⅵ 研究組織 

 

 

 

 

高原町の教育目標 

心身の教育を基盤にした 

学力の向上とふるさと教育の充実 

国の方針 

県の方針 

地域の実態 

児童生徒の実態 

主体性をもって対話的に学ぶ子どもを育てるために、視覚化

と発問の在り方を探る。 

視覚化と発問を工夫し、一人一人が積極的に学習に参加でき

るような授業を行えば、児童生徒は主体的・対話的に学ぶであろ

う。 

１ 理論研究 

（１）教職員を対象にした実態調査 

（２）授業力向上のための視覚化の工夫 

（３）学び合いの活性化のための発問の工夫 

研究主題・副題 

研究の目標 

研究の仮説 

研究内容 

２ 授業研究 

（１）小学校での実践（算数科） 

（２）中学校での実践（社会科） 

町一貫教育知育部会 

主体性をもち、対話的な学びのできる「たかはるの子」の育成 

～ 視覚化と発問の工夫による全員参加の授業づくり ～ 

所  長 研究指導員 
主任研究員 

研 究 員 

全体会 
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Ⅶ 研究の実際 

１ 理論研究 

（１）教職員を対象にした実態調査 

町で進めている一貫教育と関連のある取組にするため、「視覚化の工夫」と「発問の工夫」

について教職員の困り感や疑問等を把握することを目的として、高原町内の全小・中学校で

アンケートを実施した。 

   ア 調査の方法 

視覚化と発問について、「研究所で研究を進めてほしい項目」や「学びたい項目」につい

て選択式、また、それらに対しての意見を記述式で実施した。 

   イ 調査の結果及び考察 

アンケート結果より、児童生徒に主体性をもたせるための工夫や、対話的な学びをもと

にして考えさせる指導の仕方について、課題意識をもっていることが分かった。そこで、

要望の多かった４つの項目に焦点化して研究を進めることにした。 

【アンケート項目】           【要望の多かった４つの項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）授業力向上のための視覚化の工夫 

視覚化とは、「百聞は一見に如かず」に象徴されるように、児童生徒の学習活動において、

思考を助けるために学習していることを分かりやすく表すことである。具体的には、言葉だ

けでなく学習内容や学習教材を視覚的に提示したり、見えないイメージや論理を「見える化」

したりすることが考えられる。また、視覚化することで児童生徒の視線や意識を集中させる

こともできる。 

本研究においては、「『解きたい』『考えたい』という気持ちを高めるための視覚化」と「考

えさせるための視覚化」の観点から研究を進めてきた。 

ア  「解きたい」「考えたい」という気持ちを高めるための視覚化 

（ア）情報不足の図や絵を示したり、実物を用意したりすることで、児童生徒に疑問や驚き

が生まれ、課題意識をもたせることができる。 

（イ）「一目で誰にでも答えられる」「学級の誰も分からない」「以前解いたことがある」「あ

と少しで解けそう」など、知的好奇心をくすぐることができる。 

 

 

 

 

 

 

視覚化の工夫 

ア 「解きたい」「考えたい」という気

持ちを高めるための視覚化 

イ 考えさせるための視覚化 

発問の工夫 

ア 根拠を考えさせる発問 

イ 別の見方・考え方を引き出す発問 

（ア）の例 

【中３社会（公民）】 
実際に使用されてい

る投票箱を提示するこ

とで、選挙への興味・関

心を高める。 

（ア）の例 

【小１算数（ひきざん）】 
初めに何個あったのか分からな

い状態で「何個食べたのでしょ

う」と提示する。それによって、

情報が不足していることに気づ

かせる。 

＜視覚化の工夫＞ 
① 「解きたい」「考えたい」という気持ちを 

高めるための視覚化 

② 聴かせるための視覚化 

③ 考えさせるための視覚化 

④ 根拠をもって表現させるための視覚化 

＜発問の工夫＞ 
① 学びをそろえる発問 

② 比較・検討を促す発問 

③ 根拠を考えさせる発問 

④ 「誤答」「不足」等でゆさぶる発問 

⑤ 既習事項をもとに活用力を問う発問 

⑥ 他の児童生徒の考えを解釈させる発問 

⑦ 別の見方、考え方を引き出す発問 

⑧ 主体的なまとめにつながる穴埋め式の発問 
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イ 考えさせるための視覚化 

（ア）複数の資料を提示することで、共通点や規則性を見つけたり、資料相互の順序性を考え

たりすることができる。 

（イ）資料から読み取ったことを、自らの言葉で表現したりまわりに説明したりすることがで

きる。また、それによって自身の思考を深めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 視覚化する際の留意点 

（ア）何のために視覚化するのかを教師が明確にしておく。 

（イ）情報が多すぎてもかえって児童生徒の混乱を招くおそれがあるため、精選する。 

（ウ）資料の出典、未習文字の有無などを事前に確認しておく。 

（エ）色弱や視覚的な理解が困難な児童生徒への配慮をする。 

（３）学び合いの活性化のための発問の工夫 

発問とは、教師の問いによって子どもたちから知識を引き出して知的体系の中に位置づけた

り、不確かな知識やまちがった考え方、知らないことはないかを確かめたりするためのもので

ある。発問によって、子どもたちの興味・関心を高めたり、矛盾・対立・葛藤を生み出したり、

多様な考えを引き出したり、考える力を育てたりすることができる。 

本研究においては、「根拠を考えさせる発問」と「別の見方・考え方を引き出す発問」の観点

から研究を進めてきた。 

（イ）の例 

【中１数学（錘の体積）】 
どのような結果になるかを

予想させることで興味・関心

を高める。その後、実際に実

験または実験映像を見せるこ

とで結果を確認させる。 

（イ）の例 

【小４国語（ごんぎつね）】 
とびら絵を手がかりに、「どん

な物語なのか」「ごんはどんな

性格なのか」など、想像力をふ

くらませる。 

（ア）の例 

【中２社会（地理）】 
外観の異なる２つの店

舗の写真を示し、比較させ

ることで景観条例の意義

について考えさせる。 

（イ）の例 

【小４社会（安全なくらしをまもる）】 
事故現場の写真から、消防士や警察官の仕事の

内容や役目を考え、整理させる。 

15cm 

－４－ 

★２つの写真を見比べて気づいたことを書こう。 

 

（イ）の例 

【小４算数（小数×整数）】 
あえて何も言わず、「教科書の（  ）を埋めて

みなさい」の指示だけ出す。 



ア 根拠を考えさせる発問 

（ア）「なぜ」「どのように」と問いかけることで、根拠に基づいた発表ができる。 

（イ）「○○なのに、なぜ△△なのですか」と問いかけることで、矛盾や対立を引き起こし思考を深

めることができる。 

（ウ）教科書や資料のどこに書いてあるかを尋ねることで、根拠を確認することができる。 

 

 

 

 

 

 

＜発問の例＞ 

 

 

 

 

 

イ 別の見方・考え方を引き出す発問 

（ア）「本当にそうなのか」と問いかけることで、揺さぶりをかけ、新たな発想や考えを引き出すこ

とができる。 

（イ）あえて誤答を提示することで、その原因を追究させることができる。 

（ウ）「○個書きましょう」と指示することで、意見の幅を広げさせることができる。 

 

 

 

 

 

 

＜発問の例＞ 

 

 

 

 

 

ウ 発問する際の留意点 

（ア）声量、速さ、間のとり方など、発達段階に応じて言い方を変える。 

（イ）使う言葉を精選し、教師の言語量を減らす。 

（ウ）収束させる発問なのか、拡散させる発問なのかを明確にしておく。 

（エ）児童生徒の反応を予想し、その後の展開をシミュレーションすることで、複数の発問を計画

的に組み立てる。 

（オ）安心して発言できる学級の雰囲気を普段からつくっておく。 

 

 

・「どうして、そのように考えたのですか」 

・「なぜ、ちがいが生じたのでしょう」 

・「住民は増えているのに、なぜゴミの量は減ったのだろう」 

・「教科書の何ページのどこに書いてありますか」 

・「分かることを３つ以上書きましょう」 

・「先生は○○（誤答）だと思うのですが・・・」 

・「景観条例は本当に良いことなのかな」 

・「資料を見て、ほかに気付いたことはありませんか」 

（ア）の例 

【中３社会（公民）】 
「なぜきゅうりの値段

は変化するのでしょう

か」と発問し、その理由

を考えさせる。 

（ウ）の例 

【小４社会（なくそう

こわい火事）】 
「３人の勤務がずれてい

るのはなぜでしょう」と

発問し、理由を教科書か

ら探させる。 

（ア）の例 

【小１算数（たしざん）】 
「ぼく（カエル）は両方

分けるよ」と言い、新た

な発想を引き出す。 

（ア）の例 

【小４社会（ふせごう

交通事故）】 
「どちらもお年寄りが多

いですね。ほかに気付く

ことはありませんか」と

問う。高齢者だけでなく

若い世代にも目を向けさ

せる。 

－５－ 



２ 授業研究 

（１）小学校での実践（算数科） 

   第１学年の算数科「たしざん（２）」において、「視覚化の工夫」と「発問の工夫」を位置づ

けた検証授業を行った。 

単元名 たしざん（２）（全１０時間：本時５／１０） 

本時の目標 
○ 被加数が５以下（５，４，３，２）のたし算の計算ができる。 

○ 被加数を分解して計算する方法を考え、理解する。 

本時の授業仮説 

○ 数図ブロックや問題提示の仕方を視覚的に工夫し、全員が授業に参

加できるようにすれば、繰り上がりのある計算について、主体的に学

ぶことができるであろう。 

○ 効果的な発問による学び合い活動を行えば、学習内容への理解が深

まり、計算の過程を対話的に学ぶことができるであろう。 

 

  ア 授業の実際 

段階 主な学習活動 授業の様子【 視：視覚化 発：発問 】 

導
入
（
５
分
） 

１ 本時の問題を確認する。 

 

 

 

 

 

（１）立式する。 

・４＋８ 

 

（２）めあてを書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展
開
（
３０
分
） 

２ 計算の仕方を考える。 

（１）見通しをもつ。 

  ・数図ブロックで考える。 

 

（２）自分の考えを発表する。 

・ ８をわけて１０をつくる。 

 

 

 

 

・ ４をわけて１０をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おにぎりがあかいはこに

（４）こ、あおいはこに８こは

いっています。 

あわせてなんこあります

か。 

まえが小さいたしざんのし

かたをかんがえよう。 

発イ：「□は何個だと思い

ますか」と問い、本時は被

加数を分解するのではな

いかという見方をさせ

る。 

発 ア：「このままでいい

かな。みんなはどうしま

すか」と問い、その解き方

の根拠を考えさせる。 

視ア：数値を空白にして

おくことで、不足してい

る情報は何かを文章か

ら考えさせる。 

視ア：数図ブロックで

操作・説明をさせた後、

既習の説明パターンに

合わせることで、計算

の過程・手順を確実に

する。自分の考えに自

信をもつことができる

ようにする。 
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（３）みんなで話し合う。 

ａ いつも右（加数）を分けて

いるから右の方がよい。 

ｂ 小さい方の数を分けた方が

計算しやすい。 

ｃ １０をつくっているし、答

えも同じだから、どちらでも

（被加数、加数）よい。 

 

３ 計算の仕方を確かめる。 

○ ６＋７を考える。 

  ・６を分けて１０をつくる。 

  ・７を分けて１０をつくる。 

・６と７から５ずつ取って

１０をつくる。 

４ P８９の練習問題をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終
末
（
１０
分
） 

５ まとめをする。 

 

 

 

○ 自分のやり方を発表する。 

 

 

 

 

イ 成果と課題（○…成果 ●…課題） 

（ア）視覚化 

○ 数図ブロックを活用することで、問題に意欲的に取り組んだり、説明をする活動に主体的

に取り組んだりすることができた。また、話合い活動においても数図ブロックを使いながら

考え方を伝え合い、学びを深めることができていた。 

● 子どもの実態や発達段階に応じて、視覚化の内容や度合いを変えていく必要がある。 

● 発表や説明をさせる際、ホワイトボード、黒板、実物投影機等を状況に応じて使い分ける

必要がある。 

（イ）発問 

○ 条件不足の問題を提示することで、数値の意味を子どもたちに意識づけることができた。 

○ 発問を工夫することで比較・検討を促すことができ、それが根拠を考えさせることにつな

がった。 

● 多様な考え方を楽しむ児童と混乱してしまう児童がいるので、学習状況をそろえておいた

り、児童の実態を把握したりして、教師が明確に授業の方向性をもっておく必要がある。 

 

 

・１０をつくればよい。 

・どちらをわけてもよい。 

発ア：「６＋７のとき

はどちらを分けると

いいかな」と問い、根

拠 c(左記)を実感させ

る。 

発ア：「どちらの方法

でしますか。それはど

うしてですか」と問い、

根拠を考えさせる。 

視イ：話型表に沿って

自分の考えを言語化

させる。 

発イ：「ぼくは６と７

の両方を分けるよ」と

パペットに言わせ、別

の考え方に気付かせ

る。 

－７－ 



（２）中学校での実践（社会科） 

第３学年の社会科「国の政治の仕組み －裁判員制度と司法制度改革－」において、「視覚化

の工夫」と「発問の工夫」を位置づけた検証授業を行った。 

単元名 国の政治の仕組み（全９時間：本時７／９） 

本時の目標 

○ 裁判員制度の仕組みや流れについて理解する。 

○ 裁判員制度が導入された理由について、学習したことを踏まえて根 

拠をもって表現する。 

本時の授業仮説 

○ 読み物資料を活用すれば、裁判員制度について主体的に考えること

ができ、制度の仕組みや流れについて理解を深めるであろう。 

○ 発問を工夫し、効果的な資料を提示すれば、裁判員制度が導入され

た意義について、生徒は資料から根拠をもって説明することができる

であろう。 

 

ア 授業の実際 

段階 主な学習活動 授業の様子【 視：視覚化 発：発問 】 

導
入
（
10
分
） 

１ 小テストで前時の復習をする。 

 

２ 「三匹の子豚」を読み、ウー

は有罪か無罪かを考える。 

 

３ 学習課題をつかむ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展
開
（
30
分
） 

４ 「三匹の子豚」をもとに模擬

裁判を行い、裁判員制度につい

て理解する。 

 

（１）ウーは有罪か無罪かを個人

で判断する。 

 

 

 

 

 

（２）ウーは有罪か無罪かをグル

ープで判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ、裁判員制度が導入さ

れたのだろうか。 
発ア：「なぜ私たちが難しそうな裁判に参加する

のでしょうか」と問い、理由を考えさせる。 

視ア：裁判から受ける印象や思考の流れを整理

し、学習課題へつなぐ。 

視ア：模擬裁判について、個人思考から全体で意

見を共有するまでの流れを提示し、学習の見通

しをもたせる。 

発ア：「ウーは有罪ですか、無罪ですか。それは

なぜですか」と問う。模擬裁判の資料を根拠にし

て、自分の考えを表現させる。個人思考の時間を

設定し、全員が自分の考えをもって話合いに参加

できるようにする。 

－８－ 



 

（３）全体で意見を共有する。 

 

５ 裁判の流れや種類について、

教科書で確認する。 

 

 

６ 裁判員制度のねらいや課題

について考える。 

 

（１）裁判員になりたいか、なり

たくないかを考え、その理由

を書く。 

 

 

（２）資料から、裁判員になって

よかったことや苦悩、課題に

ついて考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終
末
（
10
分
） 

７ 裁判員制度が導入された理

由について、資料を参考にま

とめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 成果と課題（○･･･成果 ●･･･課題） 

（ア）視覚化 

○ ＩＣＴを活用して写真や資料を提示することで、生徒の「考えたい」という気持ちを高め

ることができた。 

○ 授業の流れやグループ学習の手順などを視覚的に提示することで、生徒がやるべきことを

理解し、学習意欲が高まるとともに、お互いの考えを深めることができた。 

● 資料が多く、活用できない生徒もいた。学びをさらに深めるためには、提示する資料を精

選することも必要である。 

（イ）発問 

○ 「なぜ～だろうか」という理由や根拠を問う発問をすることで、生徒が主体的に考えるこ

とができ、学び合いも活発になった。 

● 学習内容を自分のこととしてとらえるための発問の工夫がさらに必要である。 

 

 

発イ：「あなただったら裁判員になりたいですか」

と問う。意見交換し、様々な考え方を知ることが

できるようにする。 

発ア：「この裁判は刑事裁判ですか、民事裁判です

か」と問う。前時の既習事項をもとに、根拠をも

って判断できるようにする。 

視イ：資料をもとに、裁判員制度が導入された意

義を、根拠をもって表現させる。 

－９－ 



Ⅷ 研究の成果と課題 

 １ 研究の成果 

＜主題・副題等に関して＞ 

○ 写真、読み物、空欄のある文章、学習の流れ図など、より効果的な絵や図を提示して視覚

に訴え、「解きたい」「考えたい」という気持ちを高めたことにより、一人一人の学習に主体

性をもたせることができた。 

○ 児童生徒が思いつかないことを教師から投げかけて別の考えにふれさせたり、複数の資料

をもとに理由や根拠を求める発問に答えさせたり、説明に必要な言葉を予め明確にしておい

たりすることで、一人一人が自分の考えをもち、表現でき、教師や児童生徒間で対話的に学

ぶことができた。 

＜研究全般に関して＞ 

○ 町一貫教育知育部会の取組と関連を図り、視覚化と発問の工夫を中心とした授業づくりを

進めたことにより、児童生徒全員が参加するための授業の在り方を見直すことができた。 

○ 「研究所だより」を発行し、アンケートに即した取組の状況を町内の教職員に知らせるこ

とができた。 

 ２ 研究の課題 

● 児童生徒が日常の学習において主体的・対話的に取り組むことができているかなど、学力

調査やアンケートをもとに実態をつかみ、児童生徒の意識の向上と授業改善を図ることが必

要である。 

● 児童生徒の意欲や考えを削ぐ発問や視覚化にならないように、また、リズムやテンポが早

くなりすぎないように留意することが必要である。 

● 視覚化と発問を別個に考えるのではなく、双方の関連のさせ方についても研究を深めるこ

とが大切である。 

● 今後も、町内の各学校へ視覚化と発問の工夫の実践事例を発信し、紹介していくことが求

められる。 

 

○ 参考文献 
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平成２９年４月 高原町教育委員会 
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平成２９年２月 宮崎県教育研究機関連絡協議会 
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